
 令和５年度  千代田区食品衛生監視指導計画 

 

（要点１） 

食品による健康被害を防

止するため、区内食品等事

業者に対する監視指導を

実施。  

（要点３） 

衛生上の問題が発生した

場合は、直ちに調査を実施

し、被害の拡大防止。 

 

（要点２） 

販売店舗に対して、流通す

る食品の表示が適正に行

われるよう監視指導を実

施。 

令和５年度 千代田区食品衛生監視指導計画について 

  千代田区では、国が定める「食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針」を踏まえ、区民の   

皆さまや食品関係事業者のご意見を伺いながら、「令和５年度千代田区食品衛生監視指導計画」を作成

しました。 

 

食品衛生監視指導計画とは？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監視指導計画の要点 
（要点１） 

食中毒や食品による健康被害を防止するため、具体的な監視の回数の目標値を定めて、監視・指

導します。食品等事業者に対し、ＨＡＣＣＰ個別相談会を実施します。 

 

（要点２） 

  適正な食品表示のため、販売店舗（スーパー、デパート、小売店、マルシェ等）に対して、流通す

る食品の表示が適正に行われるよう監視指導します。また、食品等事業者に対し、食品表示に関する

情報を提供します。 

 

（要点３） 

食品等事業者が調理・製造・輸入・販売・提供する食品等について、衛生上の問題が発生した場合

は、直ちに調査を実施し、被害の拡大防止措置をとります。 

 

 

 

 

 

 

  

  

区民等の健康の保護 食の安全性確保 

区民、在学・在勤者、来街者（区民等）

の健康の保護と食の安全性確保を 

目的に立案されました。 

保健所では、飲食店や食品の製造所な

ど、計画に基づいて効果的に監視指導

を実施します。 



 令和５年度  千代田区食品衛生監視指導計画 

 

令和５年度の実施内容 

基本方針  

（１）施設の監視、 一斉監視、路上営業の監視、イベントの監視、製造業の監視 

（２）食品表示の監視  期限、アレルゲン、添加物、栄養成分、虚偽誇大表示 

（３）違反食品・食中毒事案の調査、不利益処分、食品等事業者による自主回収への対応 

重点項目 

（１）食中毒予防の教育・宣伝、社会福祉施設等の監視 

（２）保菌者検索事業 

（３）食品衛生法改正を受けての取り組み、HACCP個別相談会 

 

  

 

 

 

 

立入検査の監視指導実施目標数    

食品関係施設の監視指導目標回数 6,000件／年度 

対象区分 監視目標回数 対象施設 

最重点 

監視対象 
年間 

４回以上 
⚫ 当該年度に食中毒を発生させた施設 

重点監視 

対象Ａ 

年間 

２回以上 

⚫ 大規模宴会施設を有する飲食店     

⚫ デパート・スーパー等の大規模小売店 

重点監視 

対象Ｂ 

年間 

１回以上 

⚫ 食品の製造業等      

⚫ 飲食店営業のうち食中毒の原因となりやすい食品を提供している、

または提供していた飲食店、ふぐ認証施設、生食肉提供施設       

⚫ 駅構内、地下街等に立地し、利用者の多い飲食店街 

⚫ 生食用食肉取扱届出施設                  

⚫ 学校、保育園、社会福祉施設    

その他監視 必要に応じて 

⚫ 許可等に伴う検査時に、計画に基づく監視指導を実施するもの 

・営業許可期限満了施設に対する監視 

   ・イベント等の届出施設に対する監視 

⚫ 自動車などの路上営業に対する一斉監視 

⚫ 食品輸入業者や食品会社本社に対する指導 

⚫ 上記に含まれない飲食店営業や販売業など 

千代田区ホームページhttps://www.city.chiyoda.lg.jp/ から、計画本文を閲覧できます。 

 

 

保健所では、ＨＡＣＣＰ

に沿った衛生管理に関

する個別相談（事前予約

制）を実施しています。 

https://www.city.chiyoda.lg.jp/

